
「 派遣の期間制限」 抵触してませんか ？「 派遣の期間制限」 抵触してませんか ？

改正労働者派遣法の施行日（平成27年9月30日）以降に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派
遣には、次の2つの期間制限が適用されます。平成30年9月30日以降、期間制限に抵触する可能性があり
ます。ただし派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者などは期間制限の
対象外となります。

派遣先は次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元との
契約と同じ労働条件で労働契約の申し込みをしたものとみなされます。（労働契約申込みみなし制度）

● 労働者派遣の禁止業務（建設業務等）に従事させた場合
● 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
● 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合（事業所単位・個人単位）
● いわゆる偽装請負の場合

● 事業所単位の期間制限
同一の派遣先事業所に対し、派遣できる期間は、原則3年が限度となります。
延長する場合は、派遣先事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。

● 個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先事業所の同一の組織単位（課、グループ等）に派遣できる期間は、3年が
限度となります。

※事業所単位の期間制限、個人単位の期間制限ともに、「クーリング期間」の考え方があり、同じ組織単位（課等）若しくは事業所に
おける派遣期間が終了した後、次の派遣開始までの間が３カ月を超える場合には、期間は通算されません。

派遣の期間制限とは？

期間制限に抵触した場合は？

期間制限に抵触して違法派遣を受け入れていた派遣先は、派遣労働者が
希望した場合、その派遣労働者を直接雇用することになります。
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「 派遣の期間制限」 抵触するケースは ？「 派遣の期間制限」 抵触するケースは ？
ケース１　同じ労働者を３年を超えて同一課に派遣

ケース２　派遣先事業所において期間延長手続きを怠った場合

同じ有期雇用の派遣労働者が、同一組織単位（課、
グループ等）で就労するのは３年が上限。

事業所単位で派遣可能期間を延長した場合でも、
同じ派遣労働者を受入れ続けることはできないの
で、別の労働者を派遣してもらうことになります。

派遣元は、個人単位の期間制限に達する見込み
の派遣労働者に対し、派遣終了後の雇用を継続さ
せるための措置（雇用安定措置）を講じる義務が
あります。

事業所で有期雇用の派遣労働者を受け入れられる
のは、原則３年が上限。

派遣先が３年を超えて派遣を受け入れようとする
ときは、派遣先事業所の過半数労働組合等から意見
を聴く必要があります。意見聴取は、３年の上限に
達する１カ月前までに行うことが必要です。

●　過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数
を代表する方から意見聴取をすることになります。会社
が代表者を一方的に指名するなど民主的な方法で選
出していない場合は、適正な意見聴取と言えず、期間制限に抵触し、違法派遣となる恐れがあります。

●　期間延長について、過半数労働組合等から合意を得られない場合でも、誠実に説明を行わなければな
らないとされています。

派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して３年間派遣される見込みがある派遣労働者に対して、
以下いずれかの措置を講じる義務があります。
●　派遣先への直接雇用の依頼 ●　新たな派遣先の提供（合理的なものに限る）
●　派遣元事業主による無期雇用 ●　その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置

雇用安定措置とは？

意見聴取って、どうやるの？
異議がある場合は、どうなるの？
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